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介護保険事業所　各位

安芸市市民課長

介護事故報告書について

日頃は、本市の介護保険事業の健全な運営にご尽力を賜り、感謝申し上げます。
さて、ご承知のとおり新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日から感染症法上の位置づけが5類感染症に変更となりました。これにともない高知県子ども・福祉政策部長寿社会課長から事務連絡が令和5年5月1日付けで発出されております。
その中で集団発生した場合の県への報告方法が示されました。
　安芸市介護保険係では、この報告方法にもとづき、新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合、次のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせいたします。また、他の感染症が発生した場合の報告様式及び介護事故の報告すべき範囲も一部変更となっておりますので確認していただきますようお願いいたします。

記

１　新型コロナウイルス感染症の感染が確認された場合
　　ア）2名以上の感染が確認された場合
　　　　様式１を使用して市に報告
　　イ）5名以上の集団感染となった場合
　　　　様式１を使用して高知県子ども・福祉政策部長寿社会課に報告。
　　ウ）10名以上又は利用者の半数以上が感染した場合
　　　　様式2を使用して市と安芸福祉保健所に報告
　　※介護事故報告書及び感染症等の状況等（参考様式）も併せて提出をお願いします。なお、介護事故報告書には従前どおり最初に感染した利用者を記載。

２　その他
　・新型コロナウイルス感染症以外の感染症や食中毒が発生した場合は、様式2を使用してください。

〈参考〉安芸市ホームページに様式を掲載しています。
　　安芸市市民課介護保険係（電話　0887－35－1003）

